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現行定款 変更案 

 

（目的） 

第２条 当会社は、次に掲げる事業を営むこ

とを目的とする。 

 

（１）～（７） 

【条文省略】 

 

（８） 石炭、石油、液化石油ガスおよび油

脂ならびにこれらの器具の売買 

 

 

（９）～（30） 

【条文省略】 

 

第３条～第５条 

【条文省略】 

 

第２章 株式 

第６条～第 12 条 

【条文省略】 

 

第３章 株主総会 

（招集の時期と開催場所） 

第 13 条 当会社の定時株主総会は、毎年３

月にこれを招集し、臨時株主総会

は必要ある場合に随時これを招

集する。 

 

２.  株主総会は、兵庫県加古川市また

はこれに隣接する地において開催

する。 

 

第 14 条～第 18 条 

【条文省略】 

 

 

（目的） 

第２条 当会社は、次に掲げる事業を営むこ

とを目的とする。 

 

（１）～（７） 

【現行定款どおり】 

 

（８） 石炭、石油、液化石油ガス、油脂お

よび電気等エネルギーならびにこ

れらの器具の売買 

 

（９）～（30） 

【現行定款どおり】 

 

第３条～第５条 

【現行定款どおり】 

 

第２章 株式 

第６条～第 12 条 

【現行定款どおり】 

 

第３章 株主総会 

（招集の時期） 

第 13 条 当会社の定時株主総会は、毎年３

月にこれを招集し、臨時株主総会

は必要ある場合に随時これを招

集する。 

 

【削 除】 

 

 

 

第 14 条～第 18 条 

【現行定款どおり】 

 

 



現行定款 変更案 

 

第４章 取締役および取締役会 

第 19 条～第 20 条 

【条文省略】 

 

（任 期） 

第 21 条 取締役の任期は、選任後２年以内

に終了する最終の事業年度に関

する定時株主総会の終結の時ま

でとする。 

 

２.  補欠として選任された取締役の任

期は、退任した取締役の任期の満

了する時までとする。 

 

第 22 条～第 27 条 

【条文省略】 

 

第５章 監査役および監査役会 

第 28 条～第 34 条 

【条文省略】 

 

第６章 計算 

第 35 条～第 37 条 

【条文省略】 

 

第４章 取締役および取締役会 

第 19 条～第 20 条 

【現行定款どおり】 

 

（任 期） 

第 21 条 取締役の任期は、選任後１年以内

に終了する最終の事業年度に関

する定時株主総会の終結の時ま

でとする。 

   

【削 除】 

 

 

 

第 22 条～第 27 条 

【現行定款どおり】 

 

第５章 監査役および監査役会 

第 28 条～第 34 条 

【現行定款どおり】 

 

第６章 計算 

第 35 条～第 37 条 

【現行定款どおり】 

 

 

 

３．日程 

３ 定款変更のための株主総会開催日    平成31年３月28日（木）） 

定款変更の効力発生日         平成31年３月28日（木） 

 

以 上 


